建経業第87号
令和５年６月22日

交通基盤部内各課長　様

交通基盤部各出先機関の長　様

交通基盤部建設経済局建設業課長

令和５年３月31日以前に契約締結した災害復旧工事等における約款第

29条の取扱いについて（通知）

静岡県建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）第29条に規定する不可抗力による損害については、令和５年４月１日付け一部改正により、災害応急対策又は災害復旧に関する工事（以下「災害復旧工事等」という。）においては、発注者が損害合計額を全額負担することとしておりますが、令和５年３月31日以前に契約を締結した災害復旧工事等について、下記のとおり取り扱うこととしたので通知します。

記

１　約款第29条第２項による通知

当初契約日が令和５年３月31日以前の災害復旧工事等において、約款第29条第２項の規定により受注者へ通知する際に、次のとおり記載し、受注者に周知を行う。

（記載内容）

　　令和５年４月１日以降に契約を締結した災害応急対策又は災害復旧に関する工事については、静岡県建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）の一部改正により、不可抗力による損害合計額を発注者が全額負担することとなりました。

　　本工事は、改正前の約款による契約であることから、約款の変更契約をせずに、約款第29条第３項の請求をする場合、損害合計額の範囲内において請負代金額の100分の１に相当する額は受注者負担となります。

つきましては、約款第29条第３項により請求する場合、事前に約款の変更契約について協議を行いますので、担当監督員まで御連絡ください。

２　変更契約

発注者は、１の通知等により受注者から連絡があったときは、受注者に対し約款の変更契約の協議について通知し、変更契約を締結する。なお、変更契約書については、別添を参照のこと。

担　　当　建設業班

電話番号　054-221-3059
＜別添＞　

	建  設  工  事  変  更  請  負  契  約  書



	１  建設工事名

２  建設工事箇所                市           町

                                郡           

３　変更事項

静岡県建設工事請負契約約款第29条を別紙のとおり改める。

  上記のとおり    年  月  日締結した請負契約を変更し、この契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を所持する。

年    月    日   

発注者  職  名 　 氏   名                     eq \o\ac(□,印)
                                      住  所

受注者  商  号

                             　　　　氏  名（法人にあっては、代表者の氏名）eq \o\ac(○,印)



（別紙）

静岡県建設工事請負契約約款

	変更前
	変更後

	　（不可抗力による損害）

第29条　工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る｡)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（第６項において「不可抗力」という｡)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

２～３　(変更なし)
４　発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第37条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る｡)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項において「損害合計額」という｡)のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。

５　(変更なし)
６　数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。


	（不可抗力による損害）

第29条　工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る｡)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下「不可抗力」という｡)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具（以下この条において「工事目的物等」という。）に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

２～３　(変更なし)
４　発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額（工事目的物等であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第37条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る｡)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下この条において「損害合計額」という｡)の範囲内において請負代金額に相当する額に至るまでの額から、当該損害合計額の範囲内において請負代金額の100分の１に相当する額に至るまでの額を差し引いた額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
５　(変更なし)
６　数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項本文中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１に相当する額に至るまでの額」とあるのは「請負代金額の100分の１に相当する額に至るまでの額及び既に負担した額」と、同項ただし書中「損害合計額」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額」として、同項の規定を適用する。



